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指定地域密着型介護老人福祉施設 にれの木 

 

『重要事項説明書』 
        

 

当施設は介護保険の指定を受けています 

帯広市指定 第 0194600235 号 

   

当施設はご契約者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供します。施設の概要

や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通り説明いたします。 
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（１）法人名         社会福祉法人 刀圭会 

（２）代表者         長谷川 賢 

（３）法人所在地       北海道帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７ 

（４）設立年月日       平成９年９月１１日 

 

２ ご利用施設について 

 

（１）施設の種類        指定地域密着型介護老人福祉施設       

（平成 24 年 3 月 14 日指定） 

（２）施設の名称       地域密着型介護老人福祉施設 にれの木 

（３）施設長（管理者）    山田 寿 

（４）施設所在地       北海道帯広市西２２条南１丁目１１番地１３ 

（５）電話番号        （０１５５）６６－５１１１ 

（６）開設年月日       平成２４年３月１５日 

（７）入居定員        ２９名 

（８）当施設の運営方針    別紙にてご説明致します。 

（９）第三者評価       第三者評価：未実施 

（10）自己評価        自己評価：令和６年６月１３日実施 

評価結果：玄関前ファイル開示 

 

３ 居室の概要について 

 

（１）居室等の概要 

当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

施設設備 室数 設備・備考 

居室 

（従来型） 
１１室 利用料金は、ご契約者のご負担となります。 

居室 

（ユニット型） 
１８室 利用料金は、ご契約者のご負担となります。 

静 養 室 １室  

食  堂 ３室 １階に１室、２階に２室あります。 

機能訓練室 １室 １階食堂及び機能訓練室 

浴  室 ４室 大浴槽２、個浴槽２、機械浴槽２ 

医 務 室 １室  

便  所 １３室 多目的トイレとして使用できます。 

 

※ 上記は厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務付け

られている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたり、居室以外はご契約

者に特別ご負担頂く費用はありません。 
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※ ご契約者から居室の変更希望の申し込みがあった場合は、居室の空き状況し、経

済状況、身体状況等を総合的に勘案施設でその可否を決定します。また、ご契約

者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、ご契約者や

ご家族等と協議のうえ決定するものとします。 

 

４ 職員の配置状況について 

 

当施設では、ご契約者に対して指定地域密着型介護老人福祉サービスを提供する職

員として、以下の職種の職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉  ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職 種 配置員数 勤務体制 

１．施設長 １名以上（兼務）  ８：３０ ～ １７：３０ 

２．副施設長 1 名以上（兼務） ８：３０ ～ １７：３０ 

３．生活相談員 １名以上（兼務） ８：３０ ～ １７：３０ 

 

４．介護職員 

 

 

 

9 名以上（兼務） 

 

７：００ ～ １６：００（早出） 

９：００ ～ １８：００（中出） 

１０：３０ ～ １９：３０（遅出１） 

１５：００ ～  ０：００（遅出２） 

０：００ ～  ９：００（夜勤） 

５．看護職員 2 名以上（兼務） ８：３０～１７：３０ 

６．栄養士 １名以上（兼務） ８：３０～１７：３０ 

７．介護支援専門員 １名以上（兼務） ８：３０～１７：３０ 

８．機能訓練指導員 １名以上（兼務） ８：３０～１７：３０ 

９．医 師 １名以上（嘱託） 毎週１回定期往診を行います。 

※配置人数や勤務体制は状況により変更する場合があります。 

5 入居対象者について 

 

要介護認定を受け、要介護 3～5 と認定された方、若しくは要介護 1・2 と認定を受

け特例条件のいずれかに該当されていると認められた方が入居対象者となります。 

※特例条件 

1. 認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通

の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。 

2. 知的障害・精神障害を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎

通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。 

3. 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難

な状態にある。 

4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱であるなどにより、家族等による支

援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認め

られないことにより、在宅生活が困難な状態である。 

※平成２７年 3 月以前に入居されている場合は要介護 1・2 でも特例条件を満た
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さずとも入居継続が可能な場合があります。 

 

6 当施設が提供するサービスと利用料金について 

 

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当施設が提供するサービスについて、 

⚫ 利用料金が介護保険から給付される場合  

※介護保険からの給付が受けられない場合、利用料金の全額をご契約者に負担

頂く場合があります。 

※減額制度等をご利用の際は、収入や制度改正等でご利用金額が変更となる場

合がございます。ご心配な際は当施設へ収入等を含め随時ご相談ください。 

 

（１）介護保険の給付対象となるサービス 

介護保険サービスを利用するにあたって負担していただく料金は、厚生労働大臣

が定めた告示上の基準額とし、料金については、「別紙１料金表」のとおりです。 

以下のサービスについては、居住費、食費を除いて利用料金の通常９～8 割（介

護負担割合証の記載割合に応じ）が介護保険から給付されます。 

   ※介護保険改正などにより、保険給付額に変更があった場合は変更された額に合

わせて、入居者の負担額を変更します。変更時は別紙料金表によるご契約者の同

意を得るものとします。 

 

① 食  事 ：当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約     

者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

ご利用者の自立支援のため離床して食事をとっていただくこと 

を原則としています。 

（食事時間） 朝食：７：３0～  昼食：12：00～  夕食：１7：30～ 

② 入 浴：入居者が身体の清潔を保持し、精神的に快適な生活を営むことが 

できるように、週 2 回以上の入浴や状況に応じ、衣服の着脱、身 

体の清拭、洗髪、洗身等の適切な介助を行います。寝たきりの方 

でも特殊浴槽を使用して入浴することができます。 

※ご入居者の健康状態、身体状況、意向等により清拭、入浴可否を検討のう

え、入浴提供に努めます。 

③ 排 泄：排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援 

助を行います。 

④ 機能訓練：機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて日常生 

活を送るのに必要な機能の回復又は減退を防止するための訓練を 

実施します。 

⑤ 健康管理：医師や看護職員が、健康管理を行います。 

⑥ その他自立への支援：清潔で快適な生活を送って頂けるよう、適切な整容が

行われるよう支援します。生活援助は、介護保険の主旨である自立支援に向
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けて、残存機能を最大限に生かした支援を行います。 

 

（２）その他介護保険給付サービス加算 

加算内容については、「別紙１料金表、別紙２加算内容表」のとおりとします。 

 

（３）介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

【サービスの概要と利用料金】 

① 理容・美容 ：利用料金 １回あたり実費負担（別紙３料金表） 

・月に１回、理美容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃）をご利用頂けま

す。パーマ等についても実費を負担頂くことでご利用になれます 

② 個別レクリエーション活動：利用料金 実費負担 

・ご契約者の個別的生活支援の一環として、外出支援並びにお買い物支援等の個別

レクリエーションを実施致します。外出並びにお買い物時にかかる費用について

は以下の通りと致します。 

(ア) 外出レクリエーション時に、飲食・買い物等で１ヶ月あたりかかる費用が

1,000 円以下の場合は、当施設よりご家族様へ連絡することなくレクリエー

ションを実施させていただきます。1,000 円を超える場合は、事前にご家族

様へ連絡させていただきます。 

(イ) 外出レクリエーション時に支払った料金は、毎月の施設利用料金へ加算して請

求させていただきます。(請求書項目：個別レク立替金) 

・クラブ活動：利用料金 無料 ご契約者の希望によりクラブ活動に参加して

頂くことができます。 

③ 複写物の交付 ：ご契約者は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧で

きます。複写物を必要とする場合には複写一部につき１０円頂きます。 

④ 日常生活上必要となる諸費用実費：実費負担 

・日常生活品の購入代金等、入居者の日常生活に要する費用で、入居者に負担 

いただくことが適当であるものについては、その費用を実費負担いただきま 

す。 

     ＊おむつ代は介護保険給付対象となっていますので、ご負担の必要はありま 

      せん。                                         

⑤ 個人が選定する特別な食事（嗜好品等を含む）：ご契約者の特別なメニュー、 

食材など以下のサービスは、利用料金は無料となります。 

 

【サービスの概要と利用料金】 

①  貴重品の管理：利用料金 無料   

《お預かりするもの》   

・介護保険被保険者証 ・介護保険負担割合証 ・介護保険負担限度額認定証  

・社会福祉法人が行う介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設の利用 

者負担軽減 ・健康保険被保険者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・標準負 
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担額減額認定証 ・後期高齢者医療限度額適用標準負担額認定証・身体障害者 

手帳・重度心身障害者医療受給者手帳等 ・診察券等   

（４）その他介護保険の給付対象とならないサービス 

① 食事の提供に要する費用（食材費及び調理費） 

利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

   実費相当額の範囲内にて負担して頂きます。ただし、介護保険負担限度額認定証

の発行を受けている方につきましては、その認定証に記載された食費の金額（１

日あたり）のご負担となります。 

 

② 滞在に要する費用（光熱水費） 

当施設及び設備を利用し、滞在されるに当たり光熱水費相当額をご負担して頂き

ます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきまして

は、その認定証に記載された滞在費（居住費）の金額（１日あたり）のご負担と

なります。 

※外出、外泊・入院等で居室を空けておく場合には、事由が発生した翌日から６

日までは負担限度額認定の適用が受けられますが、７日目からは別途料金が発生

します。 

  

（５）利用料金のお支払い方法 

   前記（１）、（２）、（３）、（４）の料金・費用は１ヵ月毎に計算しご請求させてい

ただきます。 

   翌月末日までに以下の方法でお支払い下さい。（１ヵ月に満たない期間のサービ

スに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額と致します） 

  請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１０日前後にご希望の宛て先に送付又

は来設時にお渡しいたします。 

支払い遅滞金がある場合は遡及し古いものから支払うものとします。 

 

  請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払いください。 

ア） 自動口座引き落とし 

＊引き落とし手数料につきましては、利用者様ご負担となります。 

イ） 事業者指定口座への振り込み 

＊振り込み手数料につきましては、利用者様ご負担となります。 

   【事業者指定口座振り込みの場合】 

    帯広信用金庫 西支店 普通預金 店番 020 口座番号 １２１６０７５ 

      口座名義 （福）刀圭会 にれの木 理事長 長谷川 賢 

    お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いし 

ます。 
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（６）入居中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、以下の協力医療機関において

診療や入院治療を受けることができます。（但し、これらの医療機関での優先的な診

療・入院治療を保証するものではありません。また、診療・入院治療を義務付ける

ものでもありません。） 

協力医療機関 

名   称 進藤医院（内科） 

所 在 地 帯広市東４条南１１丁目８ 

電   話 ０１５５－２３－３２５１ 

 協力医療機関 

名   称 協立病院（内科、整形外科、歯科、口腔外科） 

所 在 地 帯広市西１６条北１丁目２７ 

電   話 ０１５５－３５－３３５５ 

 

 

 

 

施設の介護支援専門員は、入居者の状況に合わせて適切にサービスを提供するため

に、入居者と協議のうえで介護サービス計画を定め、また、その実施状況を評価しま

す。計画の内容及び評価結果等は書面に記載して入居者又は入居者の家族に説明し交付

します 

 

（契約の終了について） 

 

当施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めません。従って、以下のような

事由がない限り、継続してサービスを利用することができます。仮にこのような事項に

該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退去して頂くことに

なります。 

7 施設サービス計画について 

8 施設の退去について 

① 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援・要介護 1・2 と判断され

た場合（要介護１・２の認定された方で特例条件のいずれかに該当する方はこの限

りではない。） 

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖し

た場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になっ

た場合 

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ ご契約者から退去の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい） 

⑥ 事業者から退去の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい） 
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（１）ご契約者からの退去の申し出（中途解約・契約解除） 

契約の有効期間であっても、ご契約者から、当施設からの退去を申し出ることがで 

きます。 

その場合には、退去を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出下さい。 

但し、以下の場合には、即時に解約・解除をし、施設を退去することができます。 

 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金に同意出来ない場合 

② ご契約者が入院された場合 

③ 事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サ

ービスを実施しない場合 

④ 事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤ 事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財産・信用

を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認めら

れる場合 

⑥ 他の入所者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れ

がある場合において、事業者が適切な対応をとならない場合 

 

（２）事業者からの申し出により退去して頂く場合（契約解除） 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所して頂くことがあります。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を

発生させた場合 

② ご契約者によるサービス利用料金の支払いが、３か月以上遅延、又は合計３か月相

当額を相当期間に定めた催告にも関わらずこれが支払われなかった場合 

③ ご契約者及びご関係者が、故意又は重大な過失により事業者またはサービス従事者

若しくは他の入所者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為

（各種ハラスメント行為含む）を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重

大な事情を発生させた場合 

④ ご契約者が連続して３か月を超えて病院又は診療所に入院が見込まれると医師が

判断した場合若しくは入院した場合 

⑤ 契約者が介護老人保健施設に入所した場合若しくは介護療養型医療施設に入院し

た場合 

 

 

当施設に入居中に、医療機関への入院が必要となった場合の対応は以下の通りで

す。 

 

①  ６日間以内の短期入院の場合 

６日以内に退院された場合は、退院後再び入居することができます。 
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ただし、入院期間中であっても、所定の利用料金をご負担頂きます。 

 

② ７日以上３か月以内の入院の場合 

  病状が安定され、退院された場合は再び当施設に入居することができます。 

 

③ ３か月以内の退院が見込まれない場合 

  ３か月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する必要があります。 

この場合には、当施設に再び優先的に入居することはできません。  

 

（３）円滑な退去の援助 

ご契約者が当施設を退去する場合には、ご契約者の希望によりご契約者の心身の

状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退去のために必要な以下の援助を速

やかに行います。 

 

○適切な病院若しくは診療所又は介護保険施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

（４）空ベッド利用のショートステイ 

入居されてから、病状の変化で入院治療が必要になり数日入院になる場合、その

入院期間中のベッドを他の待機者や緊急性のある方に一時的にショートステイと

して利用していただく場合があります。その際、ご本人の荷物の管理などはこちら

で行い、ご本人の退院後の再入所に不都合が生じないようにしてまいりますので、

ご理解ご了承ください。 

 

９ お荷物の引取りについて 

  

 入居契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品（お荷物）を２週間以内

にご契約者自身が引き取れない場合には、身元保証人にお引き取り頂きます。尚、期間

を過ぎても、残置物の引き取りを履行しない時は、利用者の家族に連絡のうえ、残置物

を強制的に引き渡しいたします。また、引き渡しにかかる費用については、ご契約者又

は身元保証人にご負担頂きます。 

 

10 苦情の受付について 

 

（１）当施設における苦情の受付 

  当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ○当施設における苦情の受付 

  当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
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   ○担当者 

・苦情解決責任者  施設長 山田 寿   

・苦情受付窓口   副施設長・介護支援専門員 堀井 圭輔  

生活相談員 前田 賢太郎 

 施設代表電話   0155-66-5111 

   ○受付時間     ８：３０～１７：３０ 

  また、苦情受付ボックスを玄関内、各フロアー内に設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

帯広市市役所  

・地域福祉課 

（運営、指導に係る苦情） 

・介護高齢福祉課 

（介護保険に係る苦情） 

 

所 在 地：帯広市西５条南７丁目１番地 

電話番号：０１５５-６５-４１５6（地域福祉課） 

電話番号：０１５５-６５-４１51（介護高齢福祉課） 

受付時間：9：00～17：00 

国民健康保険団体連合会 

所 在 地   札幌市中央区南２条西１４丁目 

電話番号   011-231-51６１（代表） 

受付時間   9：00～17：00 

 

11 サービス提供における事業者の義務について 

 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次の事を守ります。 

① ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の

うえ、身元保証人への連絡を迅速に行います。 

③ ご契約者が受けている要介護認定の有効期間満了日の３０日前までに、要介護認定

医の更新申請のために必要な援助を行います。 

④ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、

ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤ ご契約者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、ご

契約者又は他の入居者等の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合に

は、記録を記載するなど、適切な手続きにより身体等を拘束する場合がありま

す。 

⑥ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービス提供するにあたって知り得た

ご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。

（守秘義務）ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合、及びご契約

者の円滑な退去のための援助を行う際に、ご契約者又はご家族等に関する情報を

提供することがあります。あらかじめ文書にてご契約者の同意を得ます。 
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１2 身体拘束の取り扱いについて 

 

 当施設では、ご契約者の人権擁護、QOL（生活の質）の向上の観点からご契約者に

対する身体的拘束、その他行動を制限する行為を行いません。ただし、ご契約者又は他

の入居者等の生命、身体等を保護するために緊急やむを得ない場合の取り扱いを下記の

通りとします。 

 

（１）身体拘束を行う場合の手続き 

① 緊急やむを得ない理由（切迫性、非代替性、一時性）を満たす状況である場合

にのみ身体拘束を認めることとします。この場合においても、施設長（管理

者）の召集による「身体拘束廃止検討委員会」により協議を行い決定します。 

② 身体拘束を実施する場合は、身元保証人に対し説明を行い、書面において同意

をいただきます。必要最小限の方法、及び期間の実施とします。 

③ 身体拘束の実施に関する記録を作成します。 

④ 身体拘束廃止に向け、定期的に協議、検討を行います。 

 

１３ 虐待防止について   

 

 当施設では、虐待の発生又はその再発を防止する為、下記の通りとします。 

  ① 虐待防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果につい 

    て、職員に周知徹底を行います。 

  ② 虐待防止のための指針を定期的に見直します。 

  ③ 職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に見直します。 

  ④ 虐待防止の措置を適切に実施するため、担当者を配置します。 

  ⑤ サービスの提供中に、職員による虐待が発生した場合には、速やかに市町村、 

    家族等に連絡をおこなうとともに、必要な措置を講じます。 

 

１４ 看取り対応について 

 

 当施設では看取り指針（別紙）に定めた内容で看取り対応が可能です。入所時に同意

書を作成いたしますが、実施については適宜ご契約者、ご親族等の意向を確認し実施い

たします。 

 

１５ 緊急・事故発生時の対応について 

 

緊急時の対応：緊急時に当たって、嘱託医等関係医療機関への連絡を行い、医師の

指示に従います。また、身元保証人への連絡を迅速に行います。 

※重要事項説明書最後にあります、緊急時の連絡先をご記入下さい。 
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１6 非常災害対策について 

 

非常時の対応 

① 別途定める「地域密着型介護老人福祉施設 にれの木 消防計画」に則り年２

回の夜間及び昼間を想定した避難訓練を入居者の方にも参加して頂き実施しま

す。 

 ② 当施設は、大地震等の自然災害、感染症の蔓延等、あらゆる不測の事態が発生

しても事業を継続できるよう、業務継続計画（BCP）を策定し、研修の実施、

訓練を定期的に行います。 

 

１7 入居者の安全性並びに介護サービスの質の確保について 

 

  当施設は業務の効率化、介護サービスの質の向上、その他の生産性向上に資する取

り組みの促進を図るため、入居者の安全性並びに介護サービスの質の確保及び、職員

の負担軽減に資する方策を検討する為の委員会を定期的に開催します。 

 

１8 個人情報の保護について 

 

  当施設及び当施設職員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご

家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務）ただ

し、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身

等の状況、及びご家族の連絡先等の情報を提供することがあります。また、ご契約者

の円滑な退所等の援助を行う際には、居宅介護支援事業者等の関係機関に対し、ご契

約者又はご家族等に関する情報を提供することがあります。 

 この場合、あらかじめ文書にて、ご契約者の同意を得ます。 

 

1９ 施設利用の留意事項について 

 

  当施設のご利用にあたって、施設に入居されている入居者の共同生活の場としての

快適性・安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持参品の持ち込みについて 

    できるだけご自宅に近い環境でくらせるよう、身の回りの品々をご持参下さい。

特に、入居者の思い出の品（例えば昔の写真アルバムや自分の作品、賞状等）や普

段使用している食器類、お気に入りの品などをお願いします。家具や家電製品は、

事前に居室スペースの確認の上、ご持参下さい。また、大きい物、観葉植物等は事

前にご相談ください。 

 

（２）面 会 

  面会時間 ８：３0～20：３0 

   ※来訪者は、必ずその都度職員に届け出て下さい。 
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   ※感染予防のため、手洗い、マスクの着用、また、感染症蔓延時などには来訪制

限のご協力をお願いいたします。 

    ※面会時の差し入れ等につきましては必ず職員へお声掛けしてお渡しください。

また、他入居者様への差し入れはご遠慮ください。 

    ※感染症蔓延時は状況に合わせ、随時面会制限等を定めることがありますのでご

協力ください。 

 

（３）外出・外泊 

   外出、外泊をされる場合は、急な場合を除き、前日までにお申し出下さい。 

 

（４）施設・設備の使用上の注意 

① 居室、設備、器具、及び共有施設をその本来の用途に従って利用して下さい。 

② 故意に施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担に

より現状に復していただくか、又は相当の代価をお支払い頂く場合がありま

す。 

③ ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認め

られる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な処置をとることができ

るものとします。但し、その場合ご本人のプライバシー等の保護について、十

分な配慮を行います。 

④ 当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、

営利活動を行うことはできません。 

⑤ 施設内へのペットの持ち込み、及び飼育はできません。 

⑥ 騒音や他の入居者の迷惑にある行為はご遠慮下さい。 

 

 

20 損害賠償について 

 

  当施設において、当施設の責任によりご契約者に生じた損害については、速やかに

その損害賠償を致します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合に

は、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相応と認められる時に限り、事業者の

損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

21 感染症について 

 

     当施設において各種感染症対策については、施設内に設置する感染症対策委員会

を中心に協議・検討・実施・評価を行い、行政機関、及び主治医等の医療機関の指

示、指導の下、迅速・適切な対処を行います。また、感染症発生の防止のための委

員会及び従業者に対する研修、発生時の訓練を定期的に行います。 
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22 褥瘡の防止について 

 

  当施設において、褥瘡防止については、施設内に設置する褥瘡対策委員会を中心に

協議・検討・実施・評価を行い、入居者の生命及び人権を尊重し生活の質の向上を図

り、褥瘡をつくらない看護、介護を目指します。また、褥瘡予防の正しい知識とスキ

ル、発生時の治療やケアの対策を統一的に行います。 

 

23 ハラスメントについて 

 

当施設は、適切な指定地域密着型介護老人保健施設入所者介護の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害すること

を防止するための方針の明確化、ストレスチェック、産業医による相談窓口設置等、必

要な措置を講ずるものとする。 

 

24 身元保証人について 

 

  当施設において、ご契約者に対して身元保証人を求めることがあります。ただし、

ご契約者に身元保証人を立てることができない相当の理由が認められる場合には、そ

の限りではありません。 

 

身元保証人は、次の項目の責任を負うこととなります。 

① ご契約者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に行われるよ

うに事業者に協力していただくことになります。 

② ご契約の解除又は、ご契約の終了の場合、事業者と連携してご契約者の状態に応じ

た適切な受け入れ先確保に努めていただくことになります。 

③ ご契約者が死亡した場合の遺体の引取り、遺留品の処理、その他必要な措置を行っ

ていただくことになります。 

④ ご契約者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を滞納し、再三催告したにもか

かわらず、その期限までにサービスの利用料金の支払いがない場合、身元保証人が

支払いの義務を負うものとします。 
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緊急時及び事故発生時の連絡先 

かかりつけ

医 

① 

病院名 
 

担当医 
 

電話番号 
 

※ 

② 

病院名 
 

担当医 
 

電話番号 
 

緊急連絡先 

① 

氏 名 

（続柄） 

                

  （ 続柄：      ） 

電話番号 

（携帯） 

 

（携帯電話：                    ） 

住 所 

〒        

勤務先 
 

勤務先 

電話番号 

 

② 

氏 名 

（続柄） 

  

              （続柄：       ） 

電話番号 

（携帯） 

 

（携帯電話：                    ） 

住 所 

〒        

勤務先 
 

勤務先 

電話番号 

 

※ かかりつけ医が 2名いる場合はご記入下さい。 
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                             令和  年  月  日 

  

  上記の内容について、厚生労働省令第３４号第７章（平成 18 年 3 月 14 日）指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を入居申込者またはそ

の家族へ説明を行いました。 

 

 

    指定地域密着型介護老人福祉施設 にれの木 

 

 

〈説 明 者〉   職  名                       

 

 

            氏  名                        

 

 

 

私は、本書面に基づいて重要事項の説明を確かに受けました。 

 

 

〈契 約 者〉   氏  名                       

 

 

 

〈身元保証人①〉 住  所                       

 

 

氏  名                       

 

                      （続柄         ） 

 

〈身元保証人②〉 住  所                       

 

 

氏  名                       

 

                      （続柄         ） 
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〈重要事項説明書付属文書〉 

 

１．施設の概要 

 

（１）建物の構造        鉄筋コンクリート造 地上２階（耐火構造） 

（２）建物の延べ面積      ２，３３２．５９㎡（７０５．６０坪） 

 

 

２．主な職員配置状況 

〈配置職員の職種・職務・員数〉 

  

・・・・施設の管理運営を行い、諸金の指導監督を行います。 

 

 

・・・・ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を 

行います。１名の生活相談員を配置しています。 

 

・・・・ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための 

相談・助言等を行います。３名の入居者に対し１名以 

上の介護職員を配置しています。 

 

・・・・主にご契約者の健康管理や療養上の援助を行いますが、 

日常生活上の介護、介助等も行います。２名の看護職員 

を配置しています。 

 

・・・・ご契約者の個々の身体状況に合わせた献立を作成しま 

す。 

 

・・・・ご契約者の機能訓練を担当します。 

 

・・・・ご契約者に係わる施設サービス計画（ケアプラン）を 

作成します。他の職務を兼ねる場合もあります。 

１名の介護支援専門員を配置しています。 

 

・・・・ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行いま 

す。  

 

 

施設長 

（管理者） 

生活相談員 

介 護 職 員 

看 護 職 員 

栄 養 士 

機能訓練指導員 

介護支援専門員 

医   師 



◆２．加算

◆３．食費 ◆４．滞在費

令和　　　年　　　月　　　日 契約者 住所

事業所説明者

地域密着型介護老人福祉施設　にれの木 （利用者） 氏名

身元保証人 住所

事業者

　社会福祉法人 刀圭会 地域密着型介護老人福祉施設　にれの木 氏名

　施設長　　　　山田　　寿 ご契約者（ご利用者）とのご関係：

480円 380円

※色のついた欄が変更又は追加となっております。
※介護負担割合が２～３割の方は表◆１、表◆２の合計料金に２～３乗した料金となります。

　上記の同意を証する為、本書２部を作成し、事業者、ご契約者様が署名捺印又は記名捺印の上、各１部を保有するものとします。

　介護支援専門員　　　　堀井　圭輔

第３段階①

880円

第３段階② 第２段階 第１段階

1600円 1360円 650円 390円 300円 1231円 880円

看取り介護体制加算
７２～

1580/日

施設での看取りを実施した場合に死亡日から遡って算定
死亡日45日前～31日目：　72単位/日　　死亡日30日前～4日目：　144単位/日
死亡日前々日、前日： 　680（780）単位/日　　死亡日：　1280（1580）単位/日
※（　）内単位数は前年度実績の応じて

第４段階 第３段階② 第３段階① 第２段階 第１段階 第４段階

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10/月
見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入しており、1年以内毎に1回、業務改善の取組による
効果を示すデータの提供をしている場合。

配置医師緊急時対応加算

通常：325/回
早朝・深夜：650/

回
深夜：1300/回

配置医勤務時間以外に配置医が訪問し、入所者に対し診療を実施した場合
早朝・深夜：6～8時、18～22時　深夜：22～6時　通常：左記以外の時間帯で配置医勤務時間以
外

経口維持加算Ⅱ 100/月 加算Ⅰに伴う食事の観察、会議を実施した場合

生活機能向上連携加算 200/月 外部のリハビリ専門職等と連携し機能訓練計画を作成、実施した場合に算定

退所時情報提供加算 250/回
医療機関へ退所する際、入所者の心身状況、生活歴等を示す情報提供を実施した場合１回に限
り算定

経口維持加算Ⅰ 400/月 経口による継続的食事摂取を進めるための経口維持計画を作成

再入所時栄養連携加算 200/回
医療機関入院し、厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者に対し、介護保険施設と医療
機関施設の管理栄養士が連携し栄養管理に関する調整を行った場合１回を限度に算定

退所時栄養医療情報連携加算 70/回
厚生労働省が定める特別食又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者に対し、管理栄養
士が退所先医療機関刀に対し、栄養管理に関する情報提供をした場合

療養食加算 6/回 療養食を提供した場合

栄養マネジメント強化加算 11/日
常勤の管理栄養士を1名以上配置し栄養ケア計画を作成、定期見直しを実施。低栄養状態リスク
者に対し各専門職が共同で栄養計画の作成、ミールラウンドなどの対応したを実施

初期加算 30/日 初期加算（入所日から30日以内の期間。30日以上の入院後の再入所も同様）

安全対策体制加算 20/回
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全に安全対策部門を設し、組織的に安全対
策を実施する体制が整備されている。入所時に１回算定。

介護職員等処遇改善加算Ⅰ /月
介護職員の処遇改善に要する加算
１カ月あたりの介護保険利用料×14.0％

外泊時加算 246/日 病院等へ入院した場合及び居宅などへ外泊した場合（月６回限度）

口腔衛生管理加算Ⅱ 110/月
歯科衛生士に月2回以上口腔ケアを受け、歯科医師の指示をうけた歯科衛生士が施設の介護職員に対し
て、定期的に入居者の口腔ケアに係る指導・技術的助言を行った場合（1月に２回算定）

科学的介護推進体制加算Ⅱ 50/月
利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況など心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労
働省に提出。

高齢者等感染対策向上加算Ⅰ 10/月
新興感染症の発生時に対応を行う体制を確保しており、また、感染症の発生時等、協力期間等
と連携し適切に対応している場合。

高齢者等感染対策向上加算Ⅱ 5/月 感染対策にあたり、医療機関から３年に１回以上、感染抑制等に係る実地指導を受ける

夜勤職員配置加算Ⅰイ 41/日 夜勤介護職員・看護職員数が、最低基準を１以上上回って配置している場合

協力医療機関連携加算 100/月 協力医療機関と連携し急変時対応、診療、入院受け入れ態勢など協力体制を整えている

日常生活支援加算Ⅰ 36/日 認知症高齢者が一定数以上、介護福祉士の有資格者を一定数以上配置している場合

看護体制加算Ⅱイ 23/日 看護職員を基準数以上配置しており、24時間連携体制を確保している場合

要 介 護 ５ 887/日

加算名 単　位（円） 単　位（円） 備　　　考

要 介 護 ４ 817/日

要 介 護 １ 600/日

要 介 護 ２ 671/日

地域密着型介護老人福祉施設　にれの木（従来型）
利用料金の変更に伴う同意書

令和6年8月１日から介護報酬改定により利用料金表が変更になります。重要事項説明書第６項（1）「介護保険改正などにより、保険給付額に変更が
あった場合は変更された額に合わせて、入居者の負担額を変更します。変更時は別紙料金表によるご契約者の同意を得るものとします。」別紙料金
表に変更致しますことを同意します。

◆1．サービス利用料金

サービス内容
単位（円）

備　　　考

要 介 護 ３ 745/日


